
 
商品の仕組図および保険料例 
 
（１）仕組図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）月払保険料例（口座振替扱）  
   
年金支払保証期間 2 年のケース 
●主契約：保険期間 / 保険料払込期間： 60 歳満了、年金月額：20 万円           （単位:円） 

 標準体 非喫煙体 
契約年齢 男性 女性 男性 女性 

30 歳 6,100 3,960 4,940 3,580 
35 歳 6,400 4,120 5,100 3,740 
40 歳 6,700 4,660※ 5,280 4,240※ 

 
●無配当特定疾病収入保障特約（月額給付型）：保険期間/保険料払込期間：60 歳満了、特約年金月額：10 万円（単位:円） 

 特約年金支払期間 2 年 
契約年齢 男性 女性 

30 歳 1,410 1,590 
35 歳 1,680 1,850 
40 歳 2,040 2,230※ 

 
※40 歳女性のみ、62 歳満了での保険料を表示しています 

※受取総額は年単位の契約応当日から 1 か月以内に死亡されたと仮定して計算 

45 歳で三大疾病と診断確定され、その後 50 歳で死亡された場合 
   ⇒三大疾病と診断確定後、2 年間、毎月一定額の年金を受取れます。 
   ⇒その後死亡された場合、保険期間満了日まで、毎月一定額の年金を受取れます。 

その 2 

遺族年金

毎月 20 万円×10 年間

＝2,400 万円※

45 歳で三大疾病と診断確定35 歳契約

保険期間・保険料払込期間

保険期間満了 50 歳で死亡

毎月 10 万円×2 年間 
=240 万円 

特約特定疾病年金

40 歳で死亡された場合 
   ⇒保険期間満了日まで、毎月一定額の年金を受取れます。 

その１ 

40 歳で死亡 35 歳契約 保険期間満了 

保険期間・保険料払込期間

・

遺族年金

毎月 20 万円×20 年間 
＝4,800 万円※

 

ご契約例 
 ●契約年齢 35 歳/男性/非喫煙体 ●保険期間/保険料払込期間:60 歳満了 
 ●主契約:年金月額 20 万円/年金支払保証期間 2 年 
 ●付加特約: 

 無配当特定疾病収入保障特約（月額給付型）/特約年金月額 10 万円/特約年金支払期間 2 年 
 ●保険料払込方法:口座月払/月払保険料: 6,780 円 

 

 


